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（参考）枠組み合意、モダリティ、譲許表とは？

モダリティ
合意

関税削減等
の公式

譲許表
作成

個別の品目毎
の関税率等

・「一般品目」のほかに「重要品
目」を設定
・重要品目は一般品目より低い関
税削減と関税割当の拡大の組合
せで市場アクセスの改善を図る
等

（決定事項
の具体例）

・重要品目の数は●％
・重要品目の関税削減率は
一般品目の■％

・関税割当の拡大幅は国内
消費量の▲％ 等

・品目A、品目Bを重要品目
に指定

・品目Aの関税率を△％削減
・関税割当を◎トン拡大 等

枠組み
合意

基本的な概念

交渉にのぞむ我が国の考え方

多様な農業の共存

輸出入国間の
バランスのとれた
貿易ルールの確立

国内農業の
構造改革の推進

途上国の開発
への貢献

・食料安全保障の確保

・農業の多面的な機能への配慮

モ
ダ
リ
テ
ィ
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立
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長
案
に
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中
的
・
専
門
的
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論日

本

提
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00年3月

モダリティ交渉
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長
案
改
訂

2月 08年内？
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ＷＴＯ交渉における市場アクセス改善案（議長案）

＜７５％以上の関税率の品目の場合＞

４～６％

３．５～５．５％

３～５％

１/３の削減

１/２の削減

２/３の削減

４～８％重要品目

な し66～73％減92～96％一般品目

関税割当拡大幅
（国内消費量に占める割合）

関税削減
農産物に
占める割合

３
パ
タ
ー
ン
か
ら
選
択

※ 我が国は、重要品目について、①全農産物の１０％以上必要、②大幅な関税割当
拡大は受入不可と主張。

一般品目の
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○ 階層方式に従って、現行関税率が高いものほど大きな削減。

改訂議長案「市場アクセス」の内容（１）：一般品目

すべての関税を
関税率の順に並べる

５００％

３００％

７０％

１５％

１０％

６０％

３０％
４５％

５００％

３００％

７０％

６０％

４５％

３０％

１５％

１０％

［６６～７３］％

［６２～６５］％

［５５～６０］％

［４８～５２］％

７５％

５０％

２０％

＜関税削減率＞

５００％

３００％

７０％

６０％

４５％

３０％

１５％

１０％

※５年間で均等削減

削減前

１５０％

９０％

２５％

２２％

１９％

１３％

８％

５％

削減後

※年［１３～１５］％

※年［１２～１３］％

※年［１１～１２］％

※年［９～１０］％

※削減率の幅の中間値の７０％、
６４％、５８％、５０％で試算

＜境界＞
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○ 一般品目の関税削減を適用することが困難な品目は、重要品目として、一般品目より緩や
かな関税削減と関税割当の拡大によって対応。

○ 我が国は、重要品目の数と取扱いの柔軟性が不十分と主張。

改訂議長案「市場アクセス」の内容（２）：重要品目

数

関税削減 関税割当の拡大幅

一般品目の
２/３

消費量の

［3］～［5］％

一般品目の
１/３

消費量の

［4］～［6］％

一般品目の
１/２

消費量の

［3.5］～5.5］％

取扱い（原則）

１．有税品目又は全品目の［４］～［６］％
※ 我が国は、計算の基礎を全品目にする

ことを主張

２．以下の場合は代償付きで[６]～[８]％

も可
【例外１】

最高階層に属するタリフライン（関税の単位）

が30％以上の場合

【例外２】

6桁で譲許しており、重要品目の絶対数

において不均衡な制約を受けている場合

※ 我が国の場合は10％（134タリフライン）

のため適用なし

※ 我が国は全タリフライン数の違いによる

不公平是正を主張
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○ 熱帯産品やタリフエスカレーションの対象品目は追加的な関税削減を行う。

改訂議長案「市場アクセス」の内容（３）：その他の追加的関税削減

対象品目 上乗せ関税削減の内容項 目

タ
リ
フ
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン

【飲料】

【香辛料】

【植物油】

【果物】

熱
帯
産
品 パーム油 等

こしょう、とうがらし 等

コーヒー 等

マンゴー、パパイヤ、
パッションフルーツ 等

※ 一部の国はコメ、砂糖を対象品目とすること

を主張 （我が国、EC、米国等は強く反対）

【野菜】

【果物】

【油脂植物】

トマト ― トマトジュース 等

ココやし ― やし油、
アンズ ― アンズ調整品 等

※重要品目は対象外

・税率25%以下：関税撤廃
・税率25%超：85%関税削減
・重要品目への指定不可

・税率10%未満：関税撤廃
・税率10%以上：最高階層の削減率
・最高階層：タリフ・エスカレーションによる

追加削減に2%上乗せ

提案１
（より厳しい案）

提案２

関税削減の取扱い等

以下の３つの選択肢
Ａ： １段上の階層の削減率
B： 最高階層の削減率
Ｃ： １段上の階層と最高階層の中間の削減率

最高階層
以外
の場合

最高階層

の場合

加工品についての関税削減の取扱い

以下の２つの選択肢
A： 最高階層の削減率の1.3倍を適用
Ｂ： 最高階層の削減率＋６％削減

ゴマ ― ゴマ油、
大豆 ― 大豆油 等

※ ﾀﾘﾌｴｽｶﾚｰｼｮﾝとは、原材料には低関税率が適用さ

れる一方、その加工品には高関税率が適用されること
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○ 全品目の平均関税削減率が54％を下回った場合、54％以上となるように、削減率を全品目
で一定の割合増加させる。

改訂議長案「市場アクセス」の内容（４）：先進国の平均削減率

0%

100%

75%

50%

25%

削
減
率

品
目
Ａ

品
目
Ｂ

品
目
Ｃ

品
目
Ｈ

品
目
Ｇ

品
目
Ｆ

品
目
Ｄ

一般品目の削減率

全品目の
平均削減率

54％

54％

平均削減率が
54％を下回っている

0%

100%

75%

50%

25%

削
減
率

品
目
Ａ

品
目
Ｂ

品
目
Ｃ

品
目
Ｈ

品
目
Ｇ

品
目
Ｆ

品
目
Ｄ

一般品目の削減率 重要品目の削減率

全品目の
平均削減率

54％

54％

一定の割合で削減率を上乗せ

平均削減率54％を達成

＜

≧

※熱帯産品・タリフエスカレー
ションによる追加削減分も、
平均削減率を2．5％以上高
める場合には計算に含める。重要品目の削減率

品
目
Ｅ

品
目
Ｅ

平均値を
計算

平均値を
計算
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○ 上限関税は盛り込まれていない。
○ 関税削減後、１００％を超える関税が全［有税］品目の４％を超えて残る場合、全ての
重要品目の関税割当拡大幅を更に［ ］％拡大。

改訂議長案「市場アクセス」の内容（５）：上限関税に代わる高関税対応

削減前

４００％
（一般品目）

３００％
（一般品目）

２００％
（重要品目）

７０％
（一般品目）

３０％
（一般品目）

１０％
（一般品目）

・
・
・
・

１５０％
（重要品目）

削減後

１２０％

１３０％

４５％

２５％

１３％

５％

９０％

※一般品目の削減率は幅の中間値である７０％、６４％、５８％、５０％と、
重要品目の場合は一般品目の１/２の関税削減率と仮定

１００％超

１００％以下

１００％超が

全品目
全有税品目

の４％超
あるときは

すべての

重要品目の

関税割当を

追加拡大

９８％

・
・
・
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○ 途上国にとっての「重要品目」である「特別品目」。インド、中国、インドネシア等が輸入国の立
場で主張。

○ 米国、タイ等輸出国は、人口が多く、人口増加率も高く、かつ経済成長も急速なこれらの国を
将来の有力な輸出先として重視。「特別品目」によって認められる例外の範囲を厳しく制限しよ

うとしている。

改訂議長案のその他の焦点（１）：途上国の市場アクセス

タリフラインの
２０％

削減するものは
８～１２％の削減

特別品目の４割は
削減なし

タリフラインの
１２～２０％

削減するものは
８～２５％の削減

削減なしの部分は
特別品目の０～４割

タリフラインの
８％

原則
１５～２５％削減

タリフラインの１％
相当分は条件付きで
より小さい削減が可

インド、中国、
インドネシア等

米国、タイ等

数

関
税
削
減

実質的には両論併記。議論はこれから

議長案
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○ 議長案では貿易に影響を与える補助金（貿易歪曲的国内支持）の総額を130～164億ドルの
範囲に抑える提案が出されており、これを米国がのめるどうかが焦点。

○ このほか、議長案では米国の綿花補助金を厳しく批判するアフリカ諸国の案がそのまま
盛り込まれており、これに米国が対案を出せるかどうかも焦点。

改訂議長案のその他の焦点（２）：国内支持（特に米国）

［米国の貿易歪曲的国内支持］

2003 2004 2005
0

50

100

150

200

250

（億ドル）

102

181
189

議長案：130～164億ドル以下に制限
米国実績（2005年） 議長案

AMS 16.2 1.4

青の政策 13.0
（CCP実績）

3.5

出典：2005年実績は米国提出数値（CCP実績は推計値）。

その他は議長案等に基づき我が国が行った試算値。

[綿花に関する議長案（=アフリカ諸国の案）
の米国へのインパクト]

（億ドル）

ＣＣＰ（価格変動対応型支払い）：作物ごとに目標価格を設定し、差額を
補填（2002年農業法に基づき導入）
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○ 輸出禁止・制限措置については、規律を強化する方向で議論が進んでいる。

改訂議長案のその他の焦点（３）：「輸出規制」の内容

現行農業協定の内容 改訂議長案の内容

・ 先進国とある食料の純輸出国である途上国に限り
規制対象（その他の途上国は対象外）

・ 通報すれば、いつまででも輸出禁止・制限措置
を維持することが可能（実施期限の定めなし）

・ 現行の措置は撤廃

・ 新規の措置は原則１年以内
（最長１８カ月）に撤廃

・ 通報の義務を強化（毎年更新 等）

【インド】
コメ、小麦、タマネギ

【インド】
コメ、小麦、タマネギ

【ロシア】大麦、小麦
【ロシア】大麦、小麦

【セルビア】
小麦・小麦粉、とう
もろこし、大豆等

【セルビア】
小麦・小麦粉、とう
もろこし、大豆等

【中国】 コメ、小麦、大豆、
とうもろこし等

【中国】 コメ、小麦、大豆、
とうもろこし等

【カザフスタン】 小麦
【カザフスタン】 小麦

【ウクライナ】
小麦、とうもろこし、

大麦、ライ麦

【ウクライナ】
小麦、とうもろこし、

大麦、ライ麦

【アルゼンチン】
とうもろこし、牛肉、

小麦・小麦粉

【アルゼンチン】
とうもろこし、牛肉、

小麦・小麦粉

農産物の輸出禁止等の現状（2008年2月現在）

・ 先進国、途上国問わず規制対象

・ 輸出禁止・制限措置を新設する国は、農業委員会
に実行可能な限り事前かつ速やかに通報
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ＷＴＯ農業交渉で「多様な農業の共存」を実現するために必要なこと

○我が国農産物の多くは

低関税

○コメ、乳製品など一部に

100％超の高い枠外関税
（ウルグアイラウンドで内外価格差

を関税化）

枠外関税が一種の防波堤

となり、国内生産はこれを

前提として営まれている

（輸入は関税割当枠の範囲内）

現状と課題 枠組合意による妥協
（2004年7月）

輸出国等の主張

できるだけ一般品目を多く、

重要品目は絞り込むべき

関税割当枠の拡大は

できるだけ大きくすべき

①高関税の品目ほど大幅

な削減を行う「一般品目」

②大幅削減が無理な品目

について

－小幅の関税削減と

－関税割当枠の拡大

を組み合せる「重要品目」
（Sensitive Products）

関税削減の方法を

次の二つに分ける

すべての高関税を一掃する

上限関税は「役割を評価」

工業品に上限があるのに

農産物にないのはおかしい 毅
然
と
し
て
対
応
す
る
必
要

関
税
の
大
幅
削
減
を
求
め
る
輸
出
国
と
対
立
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我が国のＷＴＯ農業交渉に臨む基本方針

「多様な農業の共存」の実現

１．上限関税の導入絶対阻止

３．重要品目の柔軟性の確保

２．重要品目の十分な数の確保

ＥＵ、Ｇ10、輸入途上国などとの幅広い連携 国内支持など「攻め」の材料の効果的活用

⑫



国内価格

価格

輸入量

国際価格

関税割当枠
（一定の輸入機会を保証）

枠
外
関
税

枠
内
関
税

高い枠外関税は防波堤

国内価格

価格

輸入量

国際価格

①上限関税に
よる大幅削減

②重要品目の数を
絞り込み、一部高
関税を大幅削減

③重要品目は低関税
輸入枠を拡大

交渉上のリスク現 状

（
輸
入
の
防
波
堤
）

防波堤機能が崩れ、
無尽蔵に輸入が増加

するおそれ

拡大分だけ輸入機会は増加
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